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2025年11月13日

東京証券取引所 上場部

経過措置適用会社の状況

資料５
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上場維持基準に適合していない企業の状況

改善期間（超過計画開示会社においては計画期間）の終了時期改善期間（超過計画開示会社においては計画期間）の終了時期

 上場維持基準に適合していない企業は１８７社（９月末時点）（２０２５年６月末時点から２１社減少）
 ２０２６年３月以降、順次改善期間の終了を迎え、改善できなければ６か月後に上場廃止

５０社 (-７社)︓流通株式時価総額（１００億円以上）
９社 (-２社)︓流通株式⽐率（３５％以上）
２社 (±0社)︓売買代⾦（０.２億円以上／日）

５７社 (-８社)︓合計（重複除く）

プライムプライム

スタンダードスタンダード

グロースグロース

７３社 (-８社)︓流通株式時価総額（１０億円以上）
２２社 (-１社)︓流通株式⽐率（２５％以上）

２社 (±0社)︓株主数（４００人以上）
９３社 (-９社)︓合計（重複除く）

６社 (±0社)︓流通株式時価総額（５億円以上）
８社 (-３社)︓流通株式⽐率（２５％以上）

２５社 (-１社)︓時価総額（10年経過後40億円以上）
３７社 (-４社)︓合計（重複除く）

基準ごとの適合していない会社数基準ごとの適合していない会社数

※ 経過措置適⽤対象外（市場区分⾒直し後に新規上場・特別注意銘柄に指定）、経過措置の
ない基準（純資産の額）のみに抵触している企業を除く（経過措置適⽤対象外で上場維持
基準に適合していない企業は１９社）

※ 流通株式に関する基準は２０２５年６月末基準日まで反映（２０２５年７〜８月末基準日
についても、状況が判明しているものは反映）、時価総額基準は２０２５年８月期決算会
社まで反映

(2025年6月末からの増減)

※ 非公開化を予定している企業（監理銘柄指定企業）を除く
※ まだ改善期間入りしていない企業については、引き続き未達だった場合の想定で集計
※ 経過措置基準に加えて経過措置のない基準（純資産の額）にも抵触している企業は、経過措置基準

の改善期間の終了時期で集計

2026年 2027年

市場区分の変更や他取引
所への上場を検討・実施
する企業も多く⾒られる
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市場区分変更・他取引所への重複上場の検討状況

 上場維持基準に適合していない企業（１８７社）において、基準に適合できなかった場合の次善
策として、市場区分の変更や他取引所への上場を検討・実施する企業も多く⾒られる
※ このほか、４社が他社とのＭ＆ＡやＭＢＯなどを通じて非公開化を予定（プライム︓１社、スタンダード︓３社）

 一方で、適合できなかった場合の方針を開示していない企業もあることから、引き続き個別に状
況を確認し、検討・開示を促していく

スタンダードへの市場区分変更スタンダードへの市場区分変更 他取引所への重複上場他取引所への重複上場

※ スタンダード市場への市場変更基準への適合状況は、利益基準を撤廃する前提で判定 ※ 他市場基準への適合状況は、名証メイン、札証本則、福証本則のいずれか１つ以上の形式
基準に適合している場合に適合として集計
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他取引所への上場方針の開示の状況

重複上場
済み

市場区分変更の相談/方針の開示の状況
未実施

（56 社）

（37 社）

市場変更基準への適合状況
不適合
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参考︓株主・投資者向けの周知、改善期間に⼊る上場会社への要請等（再掲）

 経過措置が終了し、最短での上場廃⽌まで１年余りとなることから、株主・投資者に対して、周
知・注意喚起を強化

 上場会社（本年３月以降改善期間に入る企業）に対しても、株主・投資者への丁寧な説明・情報提
供を要請。あわせて、他社におけるコーポレートアクションの状況なども周知し、必要な取組みの
検討・実施も促進

具体的な対応案具体的な対応案

株主・投資者
向けの周知

株主・投資者
向けの周知

 経過措置終了のスケジュールや改善期間に該当した企
業の一覧などについて、以下の媒体を通じて、周知・
注意喚起を実施
 取引所ウェブサイト（特設ページの新設）
 証券会社（顧客である個人投資家への周知依頼）
 メディア（記事や広告の掲載等）

 株主総会やＩＲ説明会等の場で、適合に向けた取組みの進捗や上場廃⽌のリスク、改善期間のスケ
ジュール等について、株主・投資者への丁寧な説明・情報提供に努めるよう要請

 他社におけるコーポレートアクションの状況（基準への適合、市場変更、他取引所への上場、非公
開化等）を周知のうえ、必要な取組みの検討・実施を促進

 「上場維持基準への適合に向けた計画の進捗状況」の開示において、適合に向けた取組みの進捗に
加え、他のコーポレートアクションの検討状況の開示も求める

日本取引所グループ ウェブサイト

改善期間に⼊
る上場会社
への要請等

改善期間に⼊
る上場会社
への要請等
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参考︓決算期ごとのスケジュール（再掲）

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 月期 基 →改善期間 基 →監理・整理 廃
4 月期 基 →改善期間 基 →監理・整理 廃
5 月期 基 →改善期間 基 →監理・整理 廃
6 月期 基 →改善期間 基 →監理・整理 廃
7 月期 基 →改善期間 基 →監理・整理 廃
8 月期 基 →改善期間 基 →監理・整理 廃
9 月期 基 →改善期間 基 →監理・整理 廃
10 月期 基 →改善期間 基 →監理・整理 廃
11 月期 基 →改善期間 基 →監理・整理 廃
12 月期 基 →改善期間 基 →監理・整理 廃
1 月期 基 →改善期間 基 →監理・整理 廃
2 月期 基 →改善期間 基 →監理・整理 廃

2027
決算

2025 2026

基︓判定基準日、廃︓上場廃⽌


